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熊本県豚熱ワクチン接種に係る認定農場の認定要領 

 

制定 令和５年９月８日 

 

 熊本県（以下「県」という。）の豚熱ワクチン（以下「ワクチン」という。）

接種に係る認定農場の認定要領を次のように定める。 

 

（目的） 

第１条 本要領は、家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号。以下「法」

という。）第３条の２第１項に基づく「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針

（以下「指針」という。）」第３－２の１（３）に規定する、熊本県知事が認

定する農場（以下「認定農場」という。）の認定手続きについて必要な事項を

定めるものとする。 

 

（認定要件） 

第２条 登録飼養衛生管理者がワクチンの接種を行う農場の認定は、熊本県知

事が行う。 

２ 前項の認定は、次に掲げる要件を満たすと判断した場合に行うものとする。 

（１）飼養衛生管理基準の遵守 

ア 飼養衛生管理基準を遵守している又は遵守に向けた体制が整っている

こと。 

イ 家畜保健衛生所（以下「家保」という。）と緊密な連携が取れること。 

ウ 家畜防疫員又は知事認定獣医師との連携が緊密に取れ、その指示及び

指導に従うこと。 

（２）ワクチン管理体制 

ワクチンの適時適切な接種及び厳格な管理に係る、第９条に規定する

作業手順書を作成し、指針に基づく認定農場が満たすべき要件等を遵守

する体制となっていると認められること。 

（３）その他 

農場の認定基準及び防疫指針に従い接種していることを確認するた

めに家保が実施する立入検査、知事認定獣医師が実施する接種指示及び

飼養衛生管理基準遵守状況の確認に協力すること。 

 

（認定の申請） 

第３条 申請を行う農場の代表者（以下「申請者」という。）は、熊本県豚熱ワ

クチン接種に係る認定農場認定申請書（別記様式１）に必要事項を記入の上、

その他の必要書類を添付し申請すること。 

２ 前項の申請先は、申請者の農場を管轄する家畜保健衛生所長（以下「家保

長」という。）とする。 
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（認定の審査） 

第４条 家保長は、前条の申請を受理した場合は、第２条第２項の要件につい

て熊本県豚熱ワクチン接種に係る認定農場の要件確認書（別紙）により確認

し、畜産課長へ副申する。 

２ 畜産課長は前項で副申された内容について、第２条第２項の要件により審

査する。 

 

（審査結果の通知） 

第５条 畜産課長は、前条の審査の結果、認定する場合は、申請のあった家保

を通じて、申請者へ通知する。 

２ 審査の結果、認定しない場合は、申請者に対して熊本県豚熱ワクチン接種

に係る認定農場不認定通知書（別記様式２）により、申請者へ通知する。 

 

（認定農場名簿への登録） 

第６条 畜産課長は、次の事項を記載した認定農場名簿を作成しなければなら

ない。 

（１）認定農場の所在地、名称及び認定番号 

（２）代表者氏名 

（３）認定年月日及び認定満了年月日 

（４）作業手順書の作成日又は更新日 

 

（認定の期間） 

第７条 前条の認定期間は、認定日から当該年度末までの最長１年間とする。 

２ 申請者は認定期間満了後も継続して認定を受けようとする場合、認定期間

内の２月末日までに、第３条の規定により申請しなければならない。 

 

（登録事項の変更） 

第８条 申請者は登録事項に変更を生じたときは、熊本県豚熱ワクチン接種に

係る認定農場登録事項変更届（別記様式３）に必要事項を記入の上、その他

の必要な書類を添付し届け出なければならない。 

２ 前項に係る届出先は、第３条２項に準ずる。 

３ 家保長は、第１項により登録事項に変更が生じた場合は、変更内容を畜産

課長に進達しなければならない。 

 

（認定の取消） 

第９条 県は認定農場が次に掲げるいずれかに該当する場合は、認定を取り消
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すことができる。 

（１）第２条第２項の要件を満たさなくなったとき。 

（２）ワクチンを他者へ譲渡あるいは販売等を行ったとき、接種計画書に記載

された農場以外でワクチンを使用したとき又は熊本県が別途定めるワクチ

ン使用許可の要件を満たさなくなったとき。 

（３）その他、県が認定の取消しを必要と認めたとき。 

２ 前項により取消しを行う場合は、県は申請者に対して熊本県豚熱ワクチン

接種に係る認定農場取消通知書（別記様式４）により通知すること。 

 

（作業手順書の作成） 

第１０条 申請者は、作業手順書を作成し、農場に備え付けなければならない。 

２ 当該作業手順書の作成に当たっては、指針に基づき、次に掲げる事項を記

載すること。 

 （１）登録飼養衛生管理者の研修への参加に関すること。 

 （２）ワクチン接種計画の作成及び提出の手続きに関すること。 

（３）ワクチンの管理（保管を含む）及び使用（接種を含む）に係る手順の

詳細に関すること。 

（４）ワクチン接種豚台帳の作成、記録及び接種実績の報告の手続きに関す

ること。 

（５）ワクチンの必要数量等の管理に係る手順の詳細及び手続きに関するこ

と。 

（６）その他知事が必要と認める事項。 

 

（その他） 

第１１条 認定農場は、本要領の他、関係法令及び指針に定める事項を遵守し

なければならない。 

 

附則 

（施行期日） 

この要領は、令和５年９月８日から施行する。 


